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資料４－６

都 市 公 園 事 業 の 概 要

１．都市公園事業の目的

都市公園事業の目的とは、健康で文化的な都市環境を形成する上で不可欠な都市空間

として、活力ある長寿、福祉社会の形成、都市の潤い創出に資するとともに、自然との

ふれあい、コミュニティーの形成、広域レクリエーション活動等、都市住民の多様なニ

ーズに対応するための都市施設を提供するものです。

さらに、災害時には避難地・避難路・火災の延焼の防止、ボランティア等の救援活動

の拠点等の機能を発揮するなど、安全安心な都市の形成を図る施設を整備することです。

２．都市公園の種類

都市公園には以下のような種類があります。

種 類 種別 標準面積 県内の主な公園

基 住区基幹公園 街区公園 0.25ha いわゆる児童公園

幹 近隣公園 2.0ha 青い森公園（青森市）

公 地区公園 4.0ha以上 白山台公園（八戸市）

園 都市基幹公園 総合公園 10~50ha 鷹揚公園（弘前市）

運動公園 15~75ha 高森山総合運動公園（十和田市）

特殊公園 風致公園 猿賀公園（平川市）

大規模公園 広域公園 50ha以上 新青森県総合運動公園（青森市）

その他の都市公園 都市緑地 0.1ha以上 第二馬淵川緑地（八戸市）

緑 道 W=10~20m 中央アップルモール（板柳町）

広 場 青森駅前広場（青森市）

墓 園 三内霊園（青森市）

３．青森県の都市公園事業の現状と課題

都市公園には、都市計画法に基づき都市計画公園として都市計画決定したものと、都

市計画区域内に地方公共団体が設置した公園があります。

平成２０年度末の県内の都市計画公園の決定状況は県内 24 市町村で箇所にして 493
箇所、面積で約 2,649 ｈａが決定されており、都市公園の開設状況は県内 25 市町村で
箇所にして 824 箇所、面積にして約 1,867 ｈａが開設されています。これは人口一人当
たりに換算すると 15.66m2になります。
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県では都市における緑を回復、保全し、自然と人間が共生する緑豊かな都市を形成し、

県民が豊かさを実感できる生活環境を形成するために、緑に関する目標を設定し、緑の

安全・創造・育成方針や配置方針等、青森県における緑の計画の基本となる事項につい

て定めた「青森県広域緑地計画（豊かなみどりでつづる青い森計画）」を平成１０年に

策定しました。

この計画は、一つの市町村の範囲を越えた広域的な視点からの緑地の整備目標等を定

めるものであり、基本的には都市計画区域を対象とするもので、目標年次を平成３０年

とし、平成２０年を中間目標年次と定めています。

その中で、身近な緑として都市公園として整備すべき緑地の目標水準を、

①中間年次：現在、都市計画決定済み未開設都市公園の半数の整備を完了するものと

して、一人当たり 16m2を上回ることを目標とする。
②目標年次：都市公園の整備水準が人口一人当たり 20m2 を上回ることを目標とす

る。

と定めています。

本県では、平成１０年に都市計画区域内の人口一人当たり 11.65m2の都市公園が整備
されており、平成２０年では人口一人当たり 15.66m2の都市公園が整備されている状況
です。これは、中間年次目標の人口一人当たり 16m2 に対し、ほぼ計画を満足する数値
であり、目標年次の整備水準を達成すべく、引き続き都市公園の整備を進めていく予定

ですが、昨今の市町村財政は非常に厳しく、人口減少と相まってどのように効率的な都

市公園整備を進めていくか大きな課題となっています。

※都市公園の施設として整備すべき緑地の目標水準

平成１０年度 平成２０年度 平成３０年度

整備目標（m2／人） － 16.00 20.00
整備実績（m2／人） 11.65 15.66 －

【参考】国が設定している整備水準

平成１２年度までに概ね 10m2 を確保し、２１世紀初頭までには概ね 20m2
を確保する。
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４．最近の主要な都市公園事業

県事業

①新青森県総合運動公園 Ｈ８～Ｈ３０ Ａ＝８６．０ｈａ

市町村事業

①鷹揚公園（弘前市） Ｈ２０～Ｈ２４ Ａ＝４８．９ｈａ

②こどもの国（八戸市） Ｓ５６～Ｈ２５ Ａ＝３７．０ｈａ

③いちょう公園（おいらせ町） Ｈ１４～Ｈ２２ Ａ＝５８．５ｈａ

④青森市緑化重点地区（青森市） Ｈ１８～Ｈ２６

・新青森駅前公園 Ｈ１８～Ｈ 21 Ａ＝０．８ｈａ

⑤弘前市中心市街地地区（弘前市） Ｈ２１～Ｈ２４

・藤田記念庭園 Ｈ２２～Ｈ２４ Ａ＝２．５ｈａ

・土淵川北川端町緑地 Ｈ２３ Ａ＝０．０６ｈａ

⑥高森山総合運動公園（十和田市） Ｈ３～Ｈ２１ Ａ＝３１．４ｈａ


